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資料５－２

中間報告に対する関係団体からの主な意見（概要）

１．各学校種関係団体

全国連合小学校長会 全国高等学校長協会 全国特殊学校長会 全国国公立幼稚園長会 日本私立小学校連合会 全日本私立幼稚園連合会 全国養護教諭連絡協議会

Ⅰ教員養成・ ・理論と実践の融合を図 ・教員である前に善き人
免許制度の る視点から多くの提言 間でなければならず、
改革の基本 があり、期待。 この点を軽視しがちな
的な考え方 ・国民の尊厳と信頼を得 教員養成が問題。

られるよう、熱意ある
者を励まし、支援する

。視点からの提言に賛同
・将来的に大学院修士レ

ベルの養成へシフトす
ることを推進。

・ １０ⅳ)の中に、家庭p.
や地域の教育力低下へ

。の対応の必要性も明記
Ⅱ ・大学の教員養成に対する ・学教法上、教育実習は ・教職実践演習（仮称）に ・同一の資格でありなが ・ふれあい能力を高める ・養護教諭を養成する大
１教職課程の 理念が確立されておらず 教員の職務外なので、 より、大学が現場のニー ら、大学等によって質 課程を充実。 学でも、教職実践演習、

（ ） 。質的水準の 専門職としての教員養成 今後も協力する上で、 ズに基づく教員養成を行 に差がある。 ・各学年１回ずつ各１か 仮称 の導入を要望
向上 の目的の認識が甘い。 関連法の見直しを要請 うことにつながる。 ・幼児教育は、短期間の 月間、実社会で様々な。

・カリキュラム編成や指導 ・生徒多様化の実態認識 うちに複数の資格の取 経験をさせ、社会的ス
方法が不十分で、実践的 のため、実習協力校の 得が可能なカリキュラ キルを高めさせる。

、指導力の育成も不十分。 分散が必要。 ムの下に、免許状の取 ・１・２年次に１回ずつ
・学部の指導者の質の検討 ・実習生に対する現場指 得が行われている。 適性テストを実施。
が必要。 導等、実習期間を通じ ・教育実習を４週間、２

・単位履修の評価基準が不 た大学側の積極的関与 回実施。
明確。 が必要。 ・現場を経験したベテラ

・実習協力校を確保・拡充 ン教員を、数多く大学
が必要。 講師にする。

。・教育実習の長期化が必要
（ ） 、・教職実践演習 仮称 は

教員として必要な資質能
力の形成を目指すもので
あり、期待。

・そのための教員確保や条
件整備が必要。

・スクールリーダーの養成 ・教職大学院は、校長等の ・教職大学院の名称は、
、２「教職大学 は重要。 経営能力向上、民間の優 イメージを持ちやすく

院」制度の ・現職教員が現場にいなが れた人材を教育界に登用 良い。
創設 ら履修できる条件整備が する趣旨から賛同。 ・ ２２ⅲ)のマネジメンp.

必要。 ・教職大学院に特別支援教 ト能力に特化した養成
・一度教員として経験を積 育課程を置くことを要望 機能の対象に、幼稚園。

んだ後、大学院で学ぶの ・カリキュラムに、障害児 も加えてもらいたい。
が有効。 教育を位置付けることが ・実務家教員の確保につ

、 、・修了者の処遇等の検討も 必要。 いて 数値や例を出し
必要。 ・現職教員や民間の人材が 具体的な内容が盛り込

学びやすい仕組みが必要 まれたことは評価。。
・学校現場と緊密な連携を ・一般校の中から連携協

進める仕組みが必要。 力校を義務付けること
は必要。
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全国連合小学校長会 全国高等学校長協会 全国特殊学校長会 全国国公立幼稚園長会 日本私立小学校連合会 全日本私立幼稚園連合会 全国養護教諭連絡協議会

・更新制導入が教員に緊張 ・新採者は複数年の仮採 ・更新制の導入は必要。 ・社会の変化が激しく、 ・しっかりした更新制に ・私立学校の独自性を含 ・全ての普通免許状に同
３教員免許更 感を与え、職能を高める 用制とし、本採用後は ・日常的な資質向上の努力 教員に求められる資質 するために、対象を絞 め、私立学校に対する 等に適用する方針に賛

新制の導入 ことを期待。 任期制として、任期中 が評価される制度を要望 能力も変化することは ることが必要。 十分な配慮を希望。 同。。
・最初の有効期限は、教職 の研修後に任期更新す ・一定程度の研修をクリア 否めず 更新制に賛同 ・問題教員と問題が起こ ・幼稚園教員免許状の更、 。
に就いた後５年が適当。 る形が適切。 すれば更新できる柔軟な りそうな教員を対象と 新については、保育士

・現職教員に実効ある取組 ・現職教員は任期制を導 制度を要望。 し、年度ごとに面接と 資格との関係について
みを行うことは必要だが 入せず、任期相当の一 ・垣根を高くし、教員の意 実技による審査を行い も十分に配慮を希望。、 、
必要以上に不安感や緊張 定期間ごとに全員研修 欲を奪う制度にすると、 不合格者は失効とし、
感を与えず、励まし意欲 を課す。 人材が集まらなくなるお 再授与は認めない。
を持たせる制度を期待。 ・研修の大学等への委託 それあり。 ・国民の信を失っている

は可能だが、日常の教 ・有効期限は１０年とする のは、今の現場である
育活動に即した内容に が、１回目の更新は５年 ので、現職教員も対象
する工夫が必要。 とする等、差異を設ける とする。

・国や県レベルの研修受 ことも有効。 ・対象教員の選定や資格
講者は、その実績を全 ・免許更新講習が、現場研 審査は私学で行う。そ
員研修の一部に代替可 修とも連動するような柔 のための人員、費用負
とする。 軟性を要望。 担に対する公的助成を

・新採教員は、教育委員 ・講習内容に、特別支援教 要望。
会が本採用、任期更新 育の対象となる児童生徒
の可・不可を決定し、 への支援についての科目
任期途中なら不適格で や、特別支援学校での実

。対応。 習等を含めることを要望
・現職教員は、教育委員

会が適格・不適格を認
定。

・二種免許状は、維持が必 ・他校種に比べ、上級免
４教員養成・ 要。 許状取得率が低いこと

免許制度に ・小・中学校の軽度障害児 が、幼児教育の質や充
関するその に関わる教員は、特別支 実に影響し、義務教育
他の改善方 援教育の二種免許状を取 との接続面でも課題を
策 得し、さらに上級免許状 生じさせている。

。取得を目指すことが必要
・分限制度が機能していな ・校内研修の充実には、 ・特別支援学校（仮称）教 ・社会人からも教員とし ・法定研修の対象に養護

５採用、研修 い実態の分析を明らかに 人的支援や教育活動の 員の採用では枠を設け、 て採用し、サポート体 教諭は含まれていない
及び人事管 すべき。 精選、校内外の連携強 特別支援学校教員免許 仮 制も充実させる。 ため、養護教諭の現職（
理等の改善 化も必要。 称）所持者を確保できる ・節目ごとに研修を実施 研修の制度化を要望。。
・充実 ・広域研修体制の充実が 仕組みが必要。

望まれ、相互交流だけ
でなく、多様な講師か
らの刺激が有効。

・伸び盛りの若手教員、
将来を担う中堅教員の
資質向上のための計画
的な校外研修を期待。

・校外研修派遣時の補充
人員の配置が不可欠。

６改革の円滑
な実施のた
めに
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２．教育委員会関係団体 ３．教職員関係団体

全国都道府県教育長協議会 日本教職員組合 全日本教職員連盟 日本高等学校教職員組合 全日本教職員組合

Ⅰ教員養成・ ・指導力不足教員が増加傾向にあるとの ・改革の具体策は養成の一部と更新
、 。免許制度の 指摘については、慎重な判断が必要。 制のみで 一体的改革とは程遠い

改革の基本 ・学校（教員）と家庭・地域社会が、そ ・教員が本来の職務を果たせなくな
的な考え方 れぞれ責任を果たす必要があると述べ ってきている現状認識が不十分。

た上で、教員に求められる資質能力を ・同僚性が発揮できない要因は、評
明示すべき。 価の傾向が強まったり、管理職や

・養成・採用・現職研修等の改革を総合 教育行政の在り方に要因がある。
的に進める必要はあるが、その前提を ・最小限必要な資質能力を求めるこ
免許制度改革にすることは飛躍しすぎ とは、教員の画一化を惹起する危。

・現状の課題は、主に大学の指導体制や 険性が高い。
、 、教職課程の質に原因があるので、大学 ・免許状は 養成段階や教職大学院

における教員養成の在り方について再 更新時における資質能力の整合性
検討すべき。 を図った上で、一貫して何を保証

・教職課程の認定方法の改善と大学自身 するものか明確にすべき。
の意識改革が必要。

・責任を持って育成しているとは言えな
い教職課程の増加原因を明らかにし、
それを改善すべき。

Ⅱ ・教職課程の改善・充実と、厳正な課程 ・大学全体として組織的な取組みを ・大学自ら、教職課程の改善・充実 ・教職課程では、高度な専門的知識 ・教職課程は、教育に対する豊かな
１教職課程の 認定審査が重要。 行うための委員会設置等には賛同 に早急に取組むべき。 の習得と教育実習の充実が必要。 識見を身に付けられるものへと改。
質的水準の ・養成カリキュラムの共同開発や、教育 ・教育実習の期間延長のために、実 ・教職実践演習（仮称）が必修科目 ・免許状授与時に、指導力や適格性 善することが必要。
向上 実践を踏まえた講義の実施等が必要。 習協力校への条件整備をすべき。 として設定されることは歓迎。 を適切に判断できる仕組みが必要 ・大学の自治を尊重し、大学自身の。

・教育実習の充実・改善等、教育委員会 ・教職実践演習 仮称 １単位では ・大学は、社会情勢等に応じて教職 自主的努力の支援・援助が必要。（ ） 、
と大学の組織的・継続的な連携・協力 ４つの事項を評価できず、既存科 課程の不断の見直しを行うべき。
が必要。 目との整合性も取れない。

・教職実践演習（仮称）と教育実習の関 ・教職課程の事後評価を教育現場と
係について、検討が必要。 協働で行うことは大事。

・科目を新設する場合、教員養成カリキ
ュラム委員会等の組織の役割が重要。

・教職実践演習（仮称）の最低修得単位
数については、さらに検討が必要。

・大学院段階の教員養成・再教育の充実 ・教職大学院が高度専門職業人の養 ・教員養成系大学院の教職大学院へ ・教職員の中に差別と分断を持ち込
２「教職大学 のための有効な方策の１つ。 成、現行大学院が研究者の養成に の改組・転換や新設は歓迎。 み、教職員の協働と団結にくさび

院」制度の ・新教育大学との関係について、明確に 特化することは、開放制を閉ざす ・即戦力となる新人教員とスクール を打ち込むもの。
、創設 すべき。 ことになる。 リーダーの養成をは理解。 ・学術の理論及び応用の教授研究や

・新人教員とスクールリーダーの養成を ・現行大学院の改革で対応可能。 ・研究指導を修了要件としないこと 深い学識という部分が捨象され、
上げながら、免許状未保有者に対する ・単位取得のみで修了とすることは で、制度目的を達成していない修 学問研究を軽視するもの。、
養成機能を持たせることは矛盾。 学部の教職課程の考え方と矛盾。 了者を出す懸念がある。 ・教員養成と採用選考を結び付ける

・現職教員に配慮した弾力的な履修形態 ・現職教員の教育実習の軽減は、制 ・現職教員については、入学選考基 ことは、大学での教員養成の原則
は評価。 度趣旨に矛盾。 準や修了要件等を厳格化。 に反する。

・実務家教員４割以上は、明確な根拠も ・実務家教員を４割以上とする根拠 ・現場に活きる実践力と人間力を育 ・初任研の免除は、大学における教
なく、設置のハードルを高くしてしま がない。 成するカリキュラムが必要。 員養成と、現職教育を混同するも
う。 ・教育隣接分野や民間企業の実務家 ・修了者には、人事配置や給与等で の。

・指導主事等の活用は、任用が容易にな 等を登用することは、制度趣旨に インセンティブが必要。
る仕組みを検討すべき。 矛盾。

・実習協力校の指導教員に対する軽減措 ・初任研の免除の記述は削除。
置とともに、非常勤講師配置等の人的 ・修了者の処遇への反映は、無用な
支援も必要。 競争や不公平感を生む。

・初任者研修の免除は、慎重な検討が必
要。

・修了者の処遇は、新たな人事評価シス
テムの中で評価していくべき。

・採用選考は、教育委員会の責任におい
て検討すべき。
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全国都道府県教育長協議会 日本教職員組合 全日本教職員連盟 日本高等学校教職員組合 全日本教職員組合

・更新制については、いまだ慎重になら ・更新制の導入の必要性に強い疑義 ・免許状に有効期限を付し、研修を ・更新制の導入を積極的に支持する ・更新制は、競争と管理、格差づく
３教員免許更 ざるを得ない。 がある。 行い、最低限の資質能力を保持す ものではない。 りを進めるもの。
新制の導入 ・適格性や資質向上は 更新制ではなく ・１０年ごとの再任用と同義であり ることは大事。 ・現行の養成・採用・研修制度の検 ・失効・取上げは、現行法で客観的、 、 、

採用選考や現職研修の改善・充実、指 他の公務員制度との整合性が課題 ・社会が日々変化している以上、絶 証・改善を行うことが先決。 基準に基づいて規定されており、。
導力不足教員への対応等により図るべ ・免許更新講習の実施主体は、大学 え間ない研修が必要。 ・免許更新講習は 現行研修と重複 更新制による失効は道理がない。、 。
き。 に統一すべき。 ・１０年ごとに研修を一律に課すの ・新採教員のみを対象にし、指導力 ・更新制は分限制度と結び付いてい

・更新できなければ失職となり、事実上 ・講習の受講場所は、住所地又は限 ではなく、十分な資質向上を満た 等の維持・向上及び適格性を判断 る。
分限免職と同じ効果を持つため、分限 定しないとすべき。 している教員には、自動更新を認 する仕組みとすべき。 ・教員の研修のきっかけに更新制を
制度と別の問題とすることは不適当。 ・１０年ごとの２０～３０時間程度 めることも必要。 ・他の公務員との間で不均衡や不利 導入することは道理がない。

・任期制を導入していない教員の職と、 の講習では、教職への信頼や尊敬 ・現職教員は、移行措置として現行 益等が生じないようにすべき。 ・更新制は、任期制である。
任期のある資格とは相容れない。 を確実にできない。 制度の充実で対応可能。 ・ペーパーテストで更新しない。 ・ペーパーティーチャーに現職教員

、 。・現職教員等には適用せず、リニューア ・現職教員の講習を免除することは ・教員には、人格に関わる要素が求 ・学校や教員の勤務実態等に応じて と同等水準を求めることは理不尽
ルを求める研修により、資質能力を担 ペーパーティーチャーに不利にな められるため、それらの基礎的要 更新時期に幅を持たせるべき。 ・制度趣旨からすれば、複数免許状
保する等、内容や方法についての検討 る。 素の評価システムの確立が先決。 ・免許更新講習の内容は、バランス 保有者には、各免許状に更新制を
を要望。 ・教職大学院修了者に、最小限必要 の良いものとし、教員の自主的な 適用させなければならない。

・現職教員等の扱いについては、法制度 な資質能力を確認することは矛盾 研修にも配慮すべき。 ・免許を持たずに教育に携わること。
上の問題や作業の煩雑さ等を踏まえて ・特別免許状を「準じた取扱い」と ・適格性の判定には慎重を期す。 のできる制度は廃止すべき。、
慎重な検討を要望。 することは検討が必要。 ・再授与に関する規定は必要。 ・研修や勤務実績により、講習を免

・不認定に対する不服申立てへの対応も ・一の免許状更新で全ての免許状を ・ペーパーティーチャーや一度教職 除できるとすれば、更新制の導入
不可欠。 更新させては、教職への信頼や尊 を離れた者が教職に就くにあたっ は不要。

・更新制が導入された場合、免許状（デ 敬を確実にできない。 ては、別の更新手続が必要。 ・１０年目に講習を受講させるので
ータ）管理についての共有化や一元化 ・現職教員等への適用は、法制度上 ・懲戒処分等を受けた教員の更新に あれば、１０年経験者研修は廃止
が課題。 できないと明示すべき。 ついては、特別措置が必要。 すべき。

。・複数免許状を有する者の取扱いについ ・免許状のデータ管理を行う機関・ ・更新を給与改善に反映させるべき
て、免許状により内容が異なるため、 費用負担者等が不明確で、運用上 ・使用者側の恣意的な運用ができな
検討が必要。 の課題も大きい。 システムとすべき。

・保育士には適用されない不整合につい ・教職を目指す学生が減少したり、
て調整が必要。 有為な人材が流出しない制度でな

ければならない。
・幼稚園教員を１２年指定制度の対象と ・小学校教員養成の充実、将来的な

４教員養成・ する必要性はない。 大学院レベルへのシフトは賛同。
免許制度に ・二種免許状は、存続させるべき。 ・上位免許状取得の奨励・支援制度
関するその ・当分の間、特殊教育諸学校の教員は特 の拡充も賛同。
他の改善方 殊教育免許の保有を要しないとしてい ・免許状取上げは、社会的合意がな
策 る経過措置は継続すべき。 されるものに限定すべき。

・若年や短年月での退職者の増加に ・指導力不足教員の認定及び再研修 ・採用選考は、教育的愛情や人間性 ・長期休業中の自主研修を抑圧する
５採用、研修 対する任命権者の責務を明確にす は、引き続き推進。 等、教員としての適格性が適切に 動きがあり、是正が必要。
及び人事管 べき。 ・採用の在り方の検討も必要。 判断されるものでなければならな ・教員が力量を高めるためには、子
理等の改善 ・１０年経験者研修は検討が必要。 ・全ての教員が、教育専門職として い。 どもや父母、同僚と双方向に対話
・充実 ・教育行政や管理職には 「意欲と自 の資質能力を向上させることがで ・模擬授業や指導案作成、面接の重 で評価活動を行うことが必要。、

信を持たせ、育てていく」姿勢が きる研修体制が必要。 視等、総合的に人物を評価する工 ・多忙化を解消し、教育に専念でき
大切と記述すべき。 ・教員評価により、各教員が重点的 夫が必要。 る条件整備が必要。

・教員評価を「査定のための評価で に取り組むべき研修内容を明らか
なく」としながら 「処遇に適切に にし、計画的に資質向上を目指す、
反映する」ことは、矛盾。 べき。

・今回の改革は、教員や教員志願者
６改革の円滑 の意欲を低下させるもの。

、な実施のた ・同僚性や学校文化を高めることや
めに 有機的・機能的な学校運営の体制

づくりが必要。
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４．大学関係団体 ５．経済団体

社団法人国立大学協会 日本教育大学協会 全国公立 日本私立大学連盟 日本私立 社団法人
短期大学協会 大学協会 日本経済団体連合会

Ⅰ教員養成・ ・大学が、教員養成を主要な任務と ・学校教育の複雑・多様化に伴い、教員 ・教員が自分の関心・視野を教科や人間関係を中心 ・開放制は堅持。
免許制度の して自覚する必要があるとの指摘 資質を問い直す必要があることは理 に拡大する経験をしていないことに問題がある。 ・教職大学院の創設や
改革の基本 は、理解。 解。 ・高度な専門性だけでは 社会の信頼は得られない 更新制の導入は、開、 。
的な考え方 ・現代的教育課題への対応という観 ・新制度の創設と、現行制度の改善・充 ・大学における教員養成と開放制の原則を尊重して 放制の理念を崩壊さ

点が強く出されるあまり、今後の 実による対応とを混在させており、改 いる点は歓迎。 せる懸念。
十分な見通しを欠いている。 革の具体的方策を曖昧にしている。 ・ １０の相当免許状主義の例外と、 ２６の特別免 ・養成段階に重点が置p. p.

・現職教員や教員養成系大学等の実態に 許状や特別非常勤講師の積極的な活用は、矛盾。 かれ、採用側の改革
根ざし、スムースに移行できる改善策 スキームとスケジュ
が重要。 ールがない。

Ⅱ ・教職実践演習（仮称）は、科目と ・１単位の単位認定では扱いが軽すぎる ・教職実践演 ・教員養成カリキュラム委員会等による大学での組 ・免許状は、教員とし。
１教職課程の して単位認定するだけでは、趣旨 ・内容が、教職の意義等に関する科目や 習（仮称） 織的対応が必要。 ての適格性を判断し
質的水準の は十分に活かされない。 教育実習の事後指導と重なる。 を加えた新 ・事後評価や認定審査も必要。 た上で授与されるべ
向上 ・教員として必要な資質能力は、学 ・科目趣旨を活かすならば、内容イメー 教職課程の ・教職実践演習（仮称）は、現行の教職原論、教育 き。

校での業務によって明らかになっ ジよりも、到達目標を明示した方が良 単位は、現 実習、教科教育法と重複。 ・教職課程の修了によ
てくるので、教職に就く前に判定 い。 行の枠内で ・実践面のみを強調した科目の新設は、既存科目の り免許状を授与する
しても曖昧である。 ・大学が最小限必要な資質能力の全体を の設定を要 教育実践的位置付けを希薄化させる。 のではなく、暫定免

・単位互換や科目履修により単位修 確認していく上では、十分に機能しな 望。 ・新設科目と既存科目との関係を明確化し、新カリ 許制を導入し、適格
得した学生の資質能力全体を大学 い場合があり得る。 キュラムの全体を明示すべき。 性を見極めた上で正
単独で行うことは困難。 ・大学の枠を越えて学生の履修が行われ ・教員として求められる４つの事項の評価基準が不 規免許状を授与すべ

・大学における単位認定のみに負わ る中、個別の大学の単位認定として行 明。 き。
せるのではなく、総合的な第三者 うのは無理がある。 ・新設科目の実施にあたり、大学間の情報交換や研 ・正規免許状の授与に
機関に部分的に委ねる等の検討が ・教員養成課程では、この単位がなくて 修機会が必要。 あたっての評価の仕
必要。 も課程修了できる条件整備が必要。 ・総単位数の増加は不適当。 組みの確立が必要。

・新設科目の最終年次への配置は、学部在学中の留
学希望者の免許状取得を困難にする。

・リーダー層教員の養成という基本 ・既存の教育学研究科の教員養成・研修 ・新規教員の養成と現職教員の再教育を同一制度・ ・設置奨励策や学費格 ・修了者に処遇上の優
２「教職大学 方針は理解。 機能との関連付けがない。 機関で行うのは困難。 差の是正策により、 位を保障すべきでは

院」制度の ・専門職大学院を活用し、上級免許 ・今後の教育学研究科は、従来の機能の ・現職教員の再教育の場として活用されるのが適切 国公私立間の公正な ない。。
創設 状と下級免許状の業務範囲に差を 充実か、教職大学院に組替えするのか ・教員養成系大学院の教育実績の評価が先決。 競争環境の整備が必 ・現場での実績や経験

設けることも含めて、全体像の再 等、在り方を明示すべき。 ・新教育大学や他の修士課程の現職教員再教育との 要。 を踏まえ、採用や処
構成が必要。 ・スクールリーダーの養成を教職大学院 差異化や連携が不明。 ・国公私立間の平等で 遇を決めるべき。

・大学側の実習協力校の確保・拡充 に移すのならば、設計規模、双方の機 ・現在、各大学が行っている再研修を充実させ、修 公正な設置申請スキ
と学校側の負担軽減の記述は均衡 能分担等の方針が必要。 士課程に専門職コースをつくるのが早道。 ームを早期に示すべ
を欠く。 ・幼児教育・特別支援教育、養護教諭・ ・２年以上の在学、１０単位以上の学校実習は、社 き。

・今後の教員養成で増加する負担は 栄養教諭等の職種におけるスクールリ 会人の排除につながる。、
教員の資質確保に関わる者全てが ーダーの位置付けが曖昧。 ・研究者養成・学術研究コースの大学院生を教職か
担うべき。 ・ストレートマスター、現職教員、免許 ら閉め出す可能性がある。

・教育委員会・学校側にも、今後の 状未取得者の三者に対して教育を行う ・修了者の処遇等のメリットを明確にすべき。
教員養成への積極的な参与を促す 際のカリキュラム上の配慮が欠けてい ・現職教員の大学院通学は、教員の多忙化に拍車を
ことが望ましい。 る。 かける。

・カリキュラムイメージや、実務家 ・実践的指導力の形成に関わる教科教育 ・優秀な学生が、学部から直接教職に就くことを困
教員による指導の在り方は、十分 ・教科専門の位置付けが不足。 難にする恐れ。
な検討を期待。 ・修了者が身に付けた専門的知見を免許 ・職場での実践で達成可能なこと、教職大学院でな

・修了者の処遇については、明示す 状に明示することが必要。 ければ達成不可能なことの明確化が必要。
べき。 ・実務経験者の採用基準と大学一般の採用基準との

整合性が問題。
・実務家教員を多数確保できない懸念がある。
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社団法人国立大学協会 日本教育大学協会 全国公立 日本私立大学連盟 日本私立 社団法人
短期大学協会 大学協会 日本経済団体連合会

・教職生活全体を通じて、必要な資 ・更新制の目的が、継続的な資質向 ・免許更新講習は ・教員の資質確保は、初任研や現職研修の充実で対応すべき。 ・更新制は、教員とし、
３教員免許更 質能力を保証するという趣旨を踏 上にあるのか、指導力不足教員の 最初の１０年間 ・講習を受講すれば自動的に更新となれば、現行の研修制度と ての適格性を４～５
新制の導入 まえた現実的な施策となることを 排除にあるのか曖昧。 の更新時には相 大差ない。 年を目途に評価し、

期待。 ・免許更新講習は、教育現場で質の 当年数の猶予期 ・教職志望の学生を減少させ、社会人など多様な経験を持つ者 適格性を欠く者を排
・免許更新講習の修了認定は、第三 確保を期するならば 量的に不足 間を置くことを の育成を妨げることにつながる。 除できるようにすべ、 。
者機関による基準の策定等、検討 ・講習の内容や実施主体、修了認定 要望。 ・免許状の保有は、学校以外の様々な教育職においても評価さ き。
すべき課題が多い。 の具体像が示されていない。 れている。 ・更新可否の判断は、

・現職研修によって確保すべき教員 ・複数免許状所有者の取扱いは、免 ・ペーパーティーチャーに対する講習と現職教員に対する講習 受講履歴ではなく、
の資質と更新制の関係も検討が必 許種ごとの、教科指導の力量の捉 は別制度とすべき。 教育現場での評価を
要。 え方が不十分。 ・１０年以上のベテラン教員に更新制は不要。ベテラン教員に 踏まえるべき。

・想定される更新講習の受講者数や は、専門性を高める大学院レベルの授業を取らせる方向で検 ・現職教員も更新制の
更新時間数のシミュレーション等 討。 対象とすべき。
の検討を要望。 ・最初は３～５年目、後は１０年ごとの更新で良い。

・更新できなくても、既取得の教員資格は古い内容のまま保持
されるべきで、失効の根拠が不明。

・更新時期は、女性のライフサイクルに配慮すべき。
・教員養成を主たる目的としない学 ・二種免許状は堅 ・小学校教員の養成を、教員養成を主たる目的としない学科等

４教員養成・ 科等に拡充する方向は、小学校教 持。 でも可能とする方向は歓迎。
免許制度に 員の指導力の低下を招きかねない ・一種免許状の取。
関するその 得促進のための

。他の改善方 支援制度が必要
策

・教員評価システムの
５採用、研修 評価主体には、児童

及び人事管 生徒や保護者も含め
理等の改善 るべき。
・充実 ・児童生徒や保護者の

評価は、指導力不足
教員や条件附採用期
間の運用でも活用す
べき。

・改革スケジュールの明示を要望。 ・私立学校にも教員の資質向上のための補助金制度が必要。
６改革の円滑

な実施のた
めに


